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荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する減災対策協議会

第５回 
・実 施 日：令和元年5月27日（月） 13:00～15:00 

・場 所：市民会館おおみや 第３～５会議室  

・出 席 者：別紙のとおり 

◆開催状況 

◆協議会の内容 

■講演 及川康 東洋大学理工学部 都市環境デザイン学科 教授 

■減災対策協議会規約および取組方針の改定について 

■減災に係る取組の実施状況について 

■その他 

・平成３０年出水概要 

・平成３１年度氾濫危険水位について 

・洪水予報文の発表形式見直しについて 

・水害リスクラインについて 

・緊急速報メールについて 

・水防新技術見学会について 

・共同巡視について 

・要配慮者利用施設における避難に関する計画作成について 

・洪水ハザードマップについて 

・洪水浸水想定区域図の一部見直しについて 

◆意見等 

・ 「ハザードマップ」は一般的に潜在的な危険性をいうのに対し、「逃げ時マップ」は住民に危険性

を説明するための材料となっている。そのため、「逃げ時マップ」は一歩進んだリスクマップと認

識した(東洋大学及川教授の講演を受けての和光市の意見)。 

・ 資料3-1 p.2について、なお書きに「4条」とあるが、規約の改定を受けて「5条」となるのではな

いか(規約 (案)の説明を受けての二瀬ダム管理所の意見)。 

・ 東松山市は、都幾川沿川の自治体である。都幾川はH27から3年連続で氾濫危険水位に到達し、樹木

の繁茂や暫定断面等の問題があるため、堤防のかさ上げ等のハード整備に配慮いただきたい。河川

は一自治体だけを流れているわけでなく、広域にわたって自治体に関係する。荒川上流河川事務所

のリーダーシップで自治体間の連携も含めて防災減災対策について格段のご配慮いただきたい。一

刻も早い対策をお願いしたい。(取組の状況を受けての東松山市長の意見) 
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◆協議会結果 

・ 減災対策協議会規約(改正案)及び取組方針(改正案)について説明し、了承を得た。本日をもって改

正する。 

・ 減災に係る取組について、さいたま市、戸田市、久喜市、東松山市より報告があった。 

◆その他(事務局より)  

・ 特になし 
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別紙 

欠席 
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